
子どもの権利が守られる社会を目指す

滋賀県
子ども基本条例

おとな向け

子どもの声に耳を傾け、
寄り添うことが大切です。
子どもが困っていたり、悩んでいたりするときに、
安心して相談できる窓口があります。
必要に応じて、子ども本人や、身近なおとなの方に伝えてあげてください。
また、おとなの方からの「子どもに関するご相談」も受け付けていますので、
どうぞお気軽にご利用ください。

9時～21時（12/29～1/3除く）の間に県内から電話をかけると、
「こころんだいやる」につながります。

な  や  み  い  おう

いち はや く

は  ぐ  く  む

右の二次元コードからL IN Eの
友だち追加をすると、相談できます。

令和7年10月発行
滋賀県子ども若者部
子ども若者政策・私学振興課

〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号
TEL 077-528-3565　FAX 077-528-4854

0120-0-78310

077‐524‐2030

077‐562‐8996

子どもの相談窓口子どもの相談窓口

● 相談窓口

24時間子供SOSダイヤル

こころんだいやる

● 「もしや虐待では・・・？」と思ったら

189番にかけると、最寄りの児童相談所につながります。

毎日・24時間

189

毎日・16時～24時こころのサポートしがLINE相談

電話相談

電話相談

電話相談 児童相談所虐待対応ダイヤル

電話相談 虐待ホットライン

毎日・24時間

毎日・24時間
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